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「
引
き
続
き
令
和

３
年
度
以
降
も

努
力
し
て
い
く
」 

  

委
員
長
よ
り
『
一
〇
一
名
増

員
と
は
じ
め
て
職
員
数
が
増

員
に
転
じ
た
』『
そ
の
要
因
は
』

そ
し
て
『
今
後
も
増
勢
を
続
け

る
こ
と
が
重
要
』
と
指
摘
し
ま

し
た
。
官
房
長
か
ら
は
「
必
要

な
組
織
の
整
備
を
訴
え
て
き

た
。
災
害
で
の
職
員
皆
さ
ん
の

努
力
が
評
価
に
つ
な
が
り
、
査

定
当
局
の
理
解
が
得
ら
れ
た

こ
と
で
一
〇
一
名
の
純
増
と

な
っ
た
」
「
引
き
続
き
令
和
３

年
度
も
、
そ
れ
以
降
も
努
力
し
て
い

く
」
と
努
力
表
明
を
行
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
一
〇
一
名
の
地
整
等
の
割

り
振
り
を
見
る
と
国
土
地
理
院
の

み
減
員
で
あ
り
、
災
害
時
の
地
理
情

報
の
提
供
、
活
用
支
援
な
ど
が
評
価

さ
れ
て
い
な
い
問
題
を
残
し
て
い

ま
す
。 

 

「定
年
延
長
」 

制
度
導
入
時
点
で
の

格
差
を
放
置
す
る

な
！ 

  

「
定
年
延
長
」
は
、
令
和
二
年
の

今
通
常
国
会
で
審
議
さ
れ
る
状
況

に
な
っ
て
い
ま
す
。
早
け
れ
ば
二
〇

二
二
年
度
（
令
和
四
年
度
）
に
も
導

入
と
予
想
さ
れ
ま
す
。 

人
事
院
の
制
度
設
計
で
は
、
「
六
〇

歳
を
超
え
た
管
理
監
督
職
員
は
、
役

職
定
年
し
給
与
水
準
は
七
〇
％
」
と

う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
制

度
導
入
時
点
で
は
、
発
足
以
前
で
の

再
任
者
が
存
在
し
、
そ
の
フ
ル

タ
イ
ム
再
任
用
者
が
役
職
定
年

者
と
同
等
の
業
務
を
こ
な
す
と

考
え
ら
れ
ま
す
が
、
現
状
の
フ

ル
タ
イ
ム
再
任
用
者
は
三
級
格

付
け
と
ユ
ニ
オ
ン
調
査
で
は
年

収
ベ
ー
ス
で
退
職
時
の
五
〇
％

以
下
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ユ
ニ

オ
ン
は
こ
う
し
た
問
題
を
具
体

に
指
摘
し
、
制
度
発
足
時
点
で

無
用
の
格
差
を
生
じ
な
い
よ
う

追
求
し
ま
し
た
。 

官
房
長
は
「
定
年
退
職
後
の

六
〇
歳
以
降
の
働
き
方
に
つ
い

て
は
生
活
設
計
と
し
て
は
重
要

と
考
え
て
い
る
」「
長
年
培
っ
て

こ
ら
れ
た
経
験
・
能
力
を
生
か

し
、
後
進
の
育
成
を
お
願
い
し

た
い
。
」
と
回
答
し
て
い
ま
す
。 

交
渉
参
加
者
か
ら
は
「
契
約

事
務
の
セ
ン
タ
ー
化
が
さ
れ
た

が
、
当
局
の
人
事
任
用
で
は
契

約
事
務
の
専
門
性
が
高
ま
っ
て

い
な
い
。
契
約
事
務
に
熟
練
す
る
再

任
用
者
の
配
置
が
必
要
」
と
の
指
摘

も
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

再
任
用
者
の
知
識
と
経
験
が
真

に
活
か
さ
れ
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

向
上
す
る
再
任
用
者
の
配
置
を
職

場
か
ら
声
を
上
げ
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。（
裏
面
へ
） 

 

管
理
職
ユ
ニ
オ
ン
は
、
二
月
七
日
に
官
房
長
交
渉
を
行

い
ま
し
た
。
当
局
出
席
者
は
十
四
名
、
ユ
ニ
オ
ン
側
は
、

各
支
部
代
表
の
中
央
執
行
委
員
を
は
じ
め
十
九
名
が
参
加

し
、
上
原
委
員
長
か
ら
課
題
を
指
摘
す
る
挨
拶
を
行
い
、

野
村
官
房
長
か
ら
課
題
に
対
す
る
回
答
を
含
む
挨
拶
で
交

渉
は
進
め
ら
れ
ま
し
た
。 
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表
面
よ
り 

「
県
域
全
体
」
の
職
責

を
関
係
省
庁
に
適
切

に
説
明
を
行
え
！ 

  

処
遇
の
問
題
で
は
、
『
課
長
六
級

発
令
は
一
〇
月
ま
で
留
め
置
か
ず
、

四
月
で
発
令
を
』
を
要
求
す
る
と
と

も
に
、
第
二
二
回
定
期
全
国
大
会
で

発
表
し
た
政
策
「
国
民
の
期
待
に
応

え
る
組
織
体
制
の
拡
充
と
共
に
管

理
職
員
の
処
遇
改
善
を
め
ざ
し
て

（
案
）」
を
説
明
し
、
定
数
拡
大
を
要

求
し
ま
し
た
。
官
房
長
か
ら
は
「
出

来
る
だ
け
の
努
力
を
行
う
」
と
す
る

従
来
ど
お
り
の
回
答
に
留
ま
っ
て

い
ま
す
。 

 

取
り
分
け
問
題
な
の
は
、
地
方
測

量
部
が
災
害
時
に
は
府
県
を
超
え

た
業
務
を
行
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
府
県
単
位
機
関
」
に
満
た

な
い
処
遇
に
な
っ
て
い
る
点
で
す
。

ま
た
整
備
局
の
専
門
職
種
は
県
域

全
体
或
い
は
県
域
を
跨
い
だ
業
務

を
こ
な
し
、
ま
た
、
品
質
確
保
課
や

契
約
事
務
の
セ
ン
タ
ー
化
さ
れ
た

職
員
は
、
職
務
の
困
難
性
、
重
要
性

が
評
価
さ
れ
な
い
な
ど
の
問
題
が

あ
り
ま
す
。
当
局
は
“
最
大
限
の
努

力
”
を
行
う
べ
き
で
す
。 

幹
部
の
マ
ネ
ー
ジ
メ

ン
ト
失
敗
を
事
務
所

に
転
嫁
す
る
な
！ 

  

各
中
執
か
ら
は
、
『
多
目
的
ダ
ム

の
治
水
容
量
増
加
を
早
急
に
進
め

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
容
量
計
算
等

の
慎
重
な
検
討
が
必
要
。
職
場
の
現

状
を
踏
ま
え
る
べ
き
』
『
道
路
メ
ン

テ
ナ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
が
新
設
さ
れ

た
が
、
そ
の
組
織
で
対
象
と
し
な
い

橋
梁
や
ト
ン
ネ
ル
以
外
の
受
け
皿

組
織
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
組
織
要

求
の
失
敗
を
現
場
に
転
嫁
す
る
な
』

『
Ｔ
Ｅ
Ｃ
派
遣
。
職
員
の
安
全
管
理

と
処
遇
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。
』『
出

張
所
や
現
場
が
大
事
と
言
う
が
、
管

理
区
間
を
持
つ
出
張
所
が
廃
止
さ

れ
て
い
る
。
』
等
の
数
多
く
の
問
題

点
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。 

 

当
局
は
、
組
織
に
つ
い
て
「
ご
苦

労
は
承
知
し
て
い
る
。
行
政
ニ
ー
ズ

に
合
わ
せ
非
常
に
厳
し
い
状
況
の

中
で
の
対
応
し
て
い
る
」
と
の
回
答

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

管
理
監
督
者
組
合
「
ユ

ニ
オ
ン
」
と
の
適
切
な

労
使
関
係
を
！ 

  

最
後
、
委
員
長
か
ら
は
『
私
た
ち

管
理
職
は
、
業
務
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
す
る
立
場
。
職
場
に
は
様
々
な
問

題
が
山
積
し
て
お
り
、
交
渉
回
数
を

増
や
す
等
誠
意
あ
る
対
応
』
を
求
め

ま
し
た
。
私
た
ち
管
理
職
は
職
場
の

超
過
勤
務
に
配
慮
し
職
員
の
健
康

を
守
る
立
場
で
す
。
『
職
員
の
健
康

管
理
を
行
う
こ
と
』
『
超
勤
縮
減
を

行
う
こ
と
』
に
対
し
「
職
員
の
健
康

管
理
に
十
分
配
慮
し
て
い
る
」
の
回

答
は
適
切
と
は
言
え
ま
せ
ん
、
『
ど

う
配
慮
し
て
い
く
か
』
『
現
状
の
配

慮
の
方
法
が
適
切
か
』
の
回
答
を
職

場
の
管
理
職
は
求
め
て
い
ま
す
。 

 

私
た
ち
は
、
改
め
て
当
局
に
対
し
、

団
体
交
渉
回
数
を
増
や
し
、
職
員
や

住
民
と
直
接
対
応
す
る
私
た
ち
管

理
職
員
の
声
を
聴
き
、
『
働
い
て
良

か
っ
た
職
場
』
『
定
年
後
も
働
き
た

い
職
場
』
と
す
る
よ
う
求
め
て
い
き

ま
す
。 

ユニオンだからできる！ 

 人事院本院交渉(会見) 内閣人事局交渉  

 

 

 

 

 1 月 29 日、ユニオンは人事院本院交渉を行いま

した。交渉では、地方測量部の課長は６級定数が、

僅か２しか無いことを指摘し改善を求めています。 

人事院の担当者は「国交省さんから要求を頂き予

算・定員の裏付けがあり、その級に見合った職責か

どうかをポスト毎で見させていただくことになる」

と回答しています。 

相次ぐ大災害の中、地方測量部は被災自治体への地

理情報の提供・支援を行っており、職責は高まって

います。この事を地理院・本省当局は人事院へと訴

えていく必要があります。 

 内閣人事局交渉では、参事官補佐クラス担当者４

名が対応しています。交渉では①国交省（旧建設）

の大幅増員 ②定年延長 ③再任用の処遇改善 ④

働き方改革 ⑤テックフォース手当 ⑥赴任旅費

（移転料）について追及しています。 

 定年延長の役職定年は、「（対象となる方は）６０

歳を超えて任用換えをしていただくこととなるが、

どのポストに任用換えされるのかは各省庁の判断と

なる」と回答し、内閣人事局自身に定年延長者の級

別定数確保の問題意識が希薄なことが明らかとなっ

ています。また、赴任旅費の、支払い実態と支給額

との大きな差の実態も説明し、改善を求めました。 

 

 

 

 

 こうした交渉の成果として 2 月 12 日に、「赴任旅

費の実費支給」が周知されました。管理職ユニオン

や他の労働組合が声を上げた大きな成果です。 

 しかしながら、支給申請は３社見積徴収など煩雑

で、実負担額に見合う支給となるかは不明です。引

き続き追及が必要です。 


